
令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ７ 日 

東京都新型コロナウイルス感染症対策本 部 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う港湾局所管休止施設の再開について 

 

 

 

  港湾局所管施設につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部

施設等について休止の対応を行っていましたが、このたび、順次再開することとなりました

のでお知らせいたします。 

 

 

 

 １ 再開を行う港湾局所管施設 

   別紙「新型コロナウイルス感染症に関連した都立施設の再開状況について」のとおり 

 

 

 ２ 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策 

   ・各施設ご利用時はマスクをご着用ください。 

   ・手洗いの徹底をお願いいたします。 

   ・混雑している場所、時間帯を避けてご利用ください。 

   ・東京臨海部広報展示室ＴＯＫＹＯミナトリエ及び若洲ゴルフリンクスご来場時には、  

健康状態の確認、検温及び手指消毒にご協力をお願いいたします。 

   ※詳細は、各施設ＨＰをご確認ください。 

 

 

３ その他 

  今後、再開する施設については、改めてホームページや、東京都港湾局または各施設

Twitterでお知らせします。 

 

14時 00分現在 第 411報 

【問い合わせ先】 

[東京臨海部広報展示室ＴＯＫＹＯミナトリエ及び東京港のご案内（視察船事業）に関すること] 

  東京都港湾局総務部広報担当課長 金子 電話 03－5320－5524（内線 43-111） 

 [海上公園に関すること] 

  東京都港湾局臨海開発部海上公園課長 鈴木 電話 03-5320-5575（内線 43-370） 

  

 


